
学則（規程） 
	  

あじさい看護福祉専門学校 
介護実務者研修科	 規程 

 
第１条（目的） 

あじさい看護福祉専門学校（以下、「本校」という）は、介護福祉士の養成教育を土

台として、介護実務経験者のための介護福祉士実務者養成施設を設置する。本校で

は介護福祉士に必要な知識・技術・価値を習得させ、専門職としての技能と教養を

培うと共に介護福祉現場、地域福祉へ貢献し得る人材を育成することを目的とする。 
 
第２条（名称・所在地） 

本校は、「あじさい看護福祉専門学校	 介護実務者研修科」と称する。 
２	 本校の所在地は、岐阜県美濃加茂市川合町 4-6-8に置く。 

	 ３	 研修会場は、所在地以外に必要に応じて設置する。 
 
第３条（課程学科・修業年限・定員） 

本校の課程学科、修業年限、定員は次の通りとする。 
	 	 	 （１）課 程 名：通信教育課程 
	 	 	 （２）修業年限：６か月間 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 受講生は１年を超えて在学できない。 
	 	 	 （３）定	  員：４０名 
 
第４条（養成課程・授業方法） 
	 	 	 （１）養成課程（カリキュラム）は、別表１のとおりの科目、時間数とする。 
	 	 	 （２）授業方法 
	 	 	 	 	 	 通信授業（レポート教材提出）とし、別表１に規定のとおり面接授業（スク

ーリング）を実施する。 
 
第５条（入学時期） 
	 	 	 本校の入学時期は、課程の開始日とする。 
 
第６条（入学資格） 
	 	 	 本校への入学資格は、介護福祉士となる意志のある者とする。 
 
第７条（手続・入学者の選考） 

入学志願者は指定の期日までに、本校指定の書類に必要事項を記入し応募する。入



学者の選考は行わず、定員に達し次第締め切りとする。但し、若干名の待機者を設

ける。 
２	 受付終了後、期日までに指定された書類を提出し、第８条に規定する学費等を指定

期日までに納入する。 
 
第８条（学費等） 
	 	 	 本校に入学するための学費（入学金、授業料、教材費、その他諸費用等）は、別表

２に規定のとおりとする。 
	 ２	 すでに納入された学費は、これを返還しない。但し、第５条に規定する入学時期よ

り前に申し出た場合には別途協議の上、学費の一部を返還することがある。 
	 ３	 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに学費等の支払がない場合は、除

籍処分となる。 
 
第９条（休学・退学） 
	 	 	 休学・退学・復学の希望があった場合は、面接相談の上、認めることができる。但

し、その場合、学費等は返金しないものとする。 
２	退学は、次に該当する者に対して行う。		

（１）修業年限を超えた者	

 
第１０条（履修方法） 

通信授業は、別表１に定める科目を決められたスケジュール表に基づいて、受講生

が教材等で学び、定められた期間内に、科目ごとの提出課題を提出し、修了評価を

受けなければならない。 
２	 面接授業は、本校の教室及び演習室、本校が指定する施設において実施する。面接

授業の指定時間は別表１のとおりとする。 
３	 面接授業については、原則として欠席は認めない。ただし、やむを得ない事由によ

り、有料にて補講を受けることができる。 
４	 受講生は学習内容について相談、質疑等がある場合は、質問表や電子メールによっ

て行うことができる。 
 
第１１条（評価方法） 
	 	 	 各科目の評価は修了試験又はレポート課題をもって行い、６０点以上の者を合格と

する。不合格の者については課題等を提出させ、再度評価を行う。 
 
第１２条（課程修了の認定） 
	 	 	 課程修了の認定は、指定された研修による免除科目を除き、別表１に規定するすべ

ての通信授業、面接授業にて合格判定を受けた者に対して行う。 



 
第１３条（卒業） 

所定の修業期間在籍し、課程修了の認定を受けた者に対して、修了証を交付する。 
 
第１４条（教職員組織） 
	 	 	 本校には次の職員を置く。 

（１）学校長	 	 	 １名 
（２）学科長	 	 	 １名 
（３）専任教員	 	 ３名 
（４）非常勤講師	 ５名 
（５）事務職員	 	 １名 

２	 学校長は本校を代表し、校務全般を統括する。 
	 ３	 専任教員及び非常勤講師は、受講生の教育をつかさどる。 
	 ４	 事務職員は事務に従事する。 
 
第１５条（懲戒）	

学校長は、学生の本分に反する行為があったと認められるときは、これに懲戒を

行うことがある。		

２	懲戒は、訓告及び退学とする。		

３	前項の訓告及び退学は、次に該当する者に対して行う。		

（１）面接授業時にクラスの秩序を乱す等、学校の指示に反した者	

 
第１６条（規程変更） 
	 	 	 この規程に定めのない規則等については、別途定める。 
２	 この規程は、学校運営会議に諮り変更することができる。 

 
附	 則 

この規程は、平成 28年 7月 1日より施行する。 
この規程は、平成 28年 8月 1日より施行する。 
この規程は、平成 28年 10月 1日より施行する。 

 



別表１：カリキュラム一覧表（１）

3級課程 2級課程 1級課程

1 人間の尊厳と自立 通信授業 5 免除 免除 免除 免除 免除

2 社会の理解Ⅰ 通信授業 5 免除 免除 免除 免除 免除

3 社会の理解Ⅱ 通信授業 30 30 30 30 免除 免除

4 介護の基本Ⅰ 通信授業 10 免除 10 免除 免除 免除

5 介護の基本Ⅱ 通信授業 20 20 20 免除 免除 免除

6 コミュニケーション技術 通信授業 20 20 20 20 免除 免除

7 生活支援技術Ⅰ 通信授業 20 免除 免除 免除 免除 免除

8 生活支援技術Ⅱ 通信授業 30 免除 30 免除 免除 免除

9 介護過程Ⅰ 通信授業 20 免除 20 免除 免除 免除

10 介護過程Ⅱ 通信授業 25 25 25 25 免除 免除

11 介護過程Ⅲ 面接授業 45 45 45 45 45 免除

12 発達と老化の理解Ⅰ 通信授業 10 10 10 10 免除 免除

13 発達と老化の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除

14 認知症の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除 免除

15 認知症の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除

16 障害の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除 免除

17 障害の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除 免除

18 こころとからだのしくみⅠ 通信授業 20 免除 20 免除 免除 免除

19 こころとからだのしくみⅡ 通信授業 60 60 60 60 免除 免除

20 医療的ケア 通信授業 50 50 50 50 50 50

21 医療的ケア演習 面接授業 12 12 12 12 12 12

405 275 375 275 50 50

57 57 57 57 57 12

462 332 432 332 107 62
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訪問介護員養成研修　修了者
介護職員基礎
研修修了者

無資格者

履修方法

初任者研修修了者



別表１：カリキュラム一覧表（２）

3級課程 2級課程 1級課程

1 人間の尊厳と自立 通信授業 5 免除 免除 免除 免除

2 社会の理解Ⅰ 通信授業 5 免除 免除 免除 免除

3 社会の理解Ⅱ 通信授業 30 30 30 30 免除

4 介護の基本Ⅰ 通信授業 10 免除 10 免除 免除

5 介護の基本Ⅱ 通信授業 20 20 20 免除 免除

6 コミュニケーション技術 通信授業 20 20 20 20 免除

7 生活支援技術Ⅰ 通信授業 20 免除 免除 免除 免除

8 生活支援技術Ⅱ 通信授業 30 免除 30 免除 免除

9 介護過程Ⅰ 通信授業 20 免除 20 免除 免除

10 介護過程Ⅱ 通信授業 25 25 25 25 免除

11 介護過程Ⅲ 面接授業 45 45 45 45 45

12 発達と老化の理解Ⅰ 通信授業 10 10 10 10 免除

13 発達と老化の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除

14 認知症の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除

15 認知症の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除

16 障害の理解Ⅰ 通信授業 10 免除 10 10 免除

17 障害の理解Ⅱ 通信授業 20 20 20 20 免除

18 こころとからだのしくみⅠ 通信授業 20 免除 20 免除 免除

19 こころとからだのしくみⅡ 通信授業 60 60 60 60 免除

20 医療的ケア 通信授業 免除 免除 免除 免除 免除

21 医療的ケア演習 面接授業 免除 免除 免除 免除 免除

355 225 325 225 0

45 45 45 45 45
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入学金 授業料 教材費
受講料合計
(税別)

税込合計
（消費税８％）

備　考

¥18,518 ¥75,817 ¥25,109 ¥119,444 ¥129,000
６か月間
在籍

¥18,518 ¥61,928 ¥25,109 ¥105,555 ¥114,000
６か月間
在籍

３級課程
（４３２時間） ¥18,518 ¥73,040 ¥25,109 ¥116,667 ¥126,000

６か月間
在籍

２級課程
（３３２時間） ¥18,518 ¥61,928 ¥25,109 ¥105,555 ¥114,000

６か月間
在籍

１級課程
（１０７時間） ¥18,518 ¥43,482 ¥14,852 ¥76,852 ¥83,000

６か月間
在籍

¥18,518 ¥23,914 ¥13,124 ¥55,556 ¥60,000
６か月間
在籍

¥18,518 ¥51,766 ¥22,309 ¥92,593 ¥100,000
６か月間
在籍

¥18,518 ¥37,877 ¥22,309 ¥78,704 ¥85,000
６か月間
在籍

３級課程
（３７０時間） ¥18,518 ¥48,988 ¥22,309 ¥89,815 ¥97,000

６か月間
在籍

２級課程
（２７０時間） ¥18,518 ¥37,877 ¥22,309 ¥78,704 ¥85,000

６か月間
在籍

１級課程
（４５時間） ¥18,518 ¥19,430 ¥12,052 ¥50,000 ¥54,000

６か月間
在籍

喀痰吸引等研修
（１号又は２号）修了者

（４００時間）

※教材費には、指定教科書、通信レポート課題集、通信授業管理費が含まれます。

初任者研修・
喀痰吸引等研修

（1号又は２号）修了者
（２７０時間）

訪問介護員養
成研修・喀痰
吸引等研修（１
号又は２号）修

了者

別表２　：学費等一覧表

取得資格名
（研修時間）

無資格者
（４６２時間）

初任者研修修了者
（３３２時間）

訪問介護員養
成研修
修了者

介護職員基礎研修修了者
（６２時間）


